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栄東まちづくり協議会・部会構成、メンバー(案) 

No. 部会 
部会長 

副部会長 

栄東 

まちづくりの会 
栄東発展会 

栄東女子大 

小路ビル協会 

栄東地域 

安全推進 

地域 

行政 

1 防犯、防災、 

快適部会 

 

21 

本間 

宇野、服部 

 

3 

臼井 

 

 

1 

田端、辻本、加藤哲、林、佐藤彰、 

山下、丹羽、片山、深見、 

伊東、加藤紀、近藤洋、松田 

13 

野田 

 

 

1 

小島、六角 

 

 

2 

中区役所 

地域力推進室 

 

1 

2 道路、公園部会 

 

 

 

 

 

25 

飯田 

佐藤彰、加藤哲 

 

 

 

 

3 

臼井 

 

 

 

 

 

1 

田端、辻本、本間、桜井守、深見、 

河田、渡辺、加藤(西瓦町)、船崎、 

 

 

 

 

9 

野田、小川、小澤、

茂山、松本 

 

 

 

 

5 

六角、吉田 

 

 

 

 

 

2 

白瀧 

緑政土木局 

緑地利活用課 

道路利活用課 

自転車利用課 

道路維持課 

5 

3 にぎわい部会 

 

22 

加藤哲 

本間、小澤 

3 

臼井 

 

1 

田端、辻本、田島義、山下、日置、 

加藤千、山口、近藤英 

8 

野田、尾崎、後藤、

茂山、鳥飼、丹羽 

6 

小島、六角、

平野 

3 

中区役所 

地域力推進室 

1 

4 多文化共生部会 

 

 

 

 

 

 

27 

林 

桜井邦、松田、 

 

 

 

 

 

3 

臼井 

 

 

 

 

 

 

1 

田端、辻本、加藤哲、宇野、丹羽、 

桜井守、近藤洋、船崎 

 

 

 

 

 

8 

野田、尾崎、小川、

鳥飼、丹羽、後藤 

 

 

 

 

 

6 

六角、平野 

 

 

 

 

 

 

2 

バージ石原、 

後藤、佐藤、白瀧 

観光文化交流局 

国際交流課 

中区役所 

地域力推進室 

国際センター 

7 

5 まちづくり 

ビジョン 

策定合同部会 

 

 

     住宅都市局 

都心まちづくり課 

中区役所 

地域力推進室 

 

2 
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栄東まちづくり協議会・委員会 
 

平成 29 年 5 月 17 日 18：30 ～  

栄東まちづくり協議会会議室 

 

報告事項： 

 

1 部会について 

（1）部会の構成、メンバー 

別紙 1-栄東まちづくり協議会部会メンバー(案) 

 

(2) 今後の事業と部会の進め方 

手順： 

① 部会で事業の具体的な内容を調整し、契約を伴うものは発注可能な内容と

なるようにする。 

 

② 事業によっては個別に補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける。 

 

③ 契約事務等を進め、契約後も具体的に調整すべき事項は部会で審議する。 

 

④ 部会での取組み状況を適宜、委員会に報告する。 

 

(3) 当面の部会日程 

5/25(木)  にぎわい部会    無線 LAM（Free Wi-Fi）の説明 

6/ 1(木)  多文化共生部会   今後の事業の進め方等 

6 月初旬   防犯防災快適部会  防犯カメラの整備 

 

2 総合評価による入札の協議会の承認 

今後、防犯カメラ、街灯の整備、無線 LAN 整備及びアプリの開発等でプロポー

ザル方式により発注が想定される。この場は財務規程 41 条の総合評価による入

札に該当と考えられる。 

この場合、部会で募集要項、選定基準、選定方法を審議し、協議会の委員会に

諮り、ウェブサイトで公表うえ行う。 

 

● 栄東まちづくり協議会財務規程 

（総合評価による入札） 

第 41 条  会長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該契約

がその性質または目的から第 38 条第 1 項の規定により難いときは、この規定に関わら

ず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした者のうち、価格その他の条

件が協議会にとって最も有利なものをもって申し込みをした者を落札者とすることが

できる。 

 2  会長は、前項の規定により落札者を決定しようとするときは、あらかじめ協議会に諮

り選定基準及び選定方法を定め、これを公表しなければならない。 
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● 栄東まちづくり協議会規約 

（委員会） 

第 9 条 協議会に委員会を置く。 

2 委員会は、委員をもって構成し、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。 

(1) 事業計画の立案及び予算の調製に関すること。 

(2) 事業報告の作成及び決算の調製に関すること。 

(3) 事業計画に基づく事業の執行に関すること。 

(4) その他、協議会の運営に関すること。 

 

（総会） 

第 14 条 総会は、会員をもって構成し、次の各号に掲げる事項を審議し、決定する。 

(1) 事業計画及び予算に関すること。 

(2) 事業報告及び決算に関すること。 

(3) 規約の改廃に関すること。 

(4) その他、協議会の運営に関する重要な事項。 

 

議題： 

 

1 議事録の扱い  

(1) 平成 29 年 4 月 21 開催の委員会の議事録の確認 

 

(2) 議事録の署名方法 

署名、押印の扱い 

 パターン 氏名 印 

パターン 1 印字 押印 

パターン 2 自著 印なし 

パターン 3 自著 押印 

 

(3) 議事録の確認とウェブサイトへの掲載 

① 平成 28 年度の議事録の扱い 

 

② 署名のページのウェブサイトの扱い 

上記(2)で決定された署名方法による正本を事務局で保管するが、ウェブ

サイトへの掲載は下記とする。 

 

 ＜案 1＞ 

署名欄のない WORD から PDF 化したものを掲載 

 

 ＜案 2＞ 

正本のコピー（イメージスキャンしたもの）を掲載 

 

2 委員会開催の定例化  

 

 

3 その他 

 


